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この「重要事項説明書」は、「秋田市指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に 

関する基準を定める条例」(平成２４年秋田市条例第７１号) 及び「秋田市指定介護予防サー

ビス等の事業の人員、設備および運営ならびに指定介護予防サービス等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成２４年秋田市条例第７２号)の規

定に基づき、指定訪問看護サービス提供契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明

するものです。 

わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。 

 

１ 指定訪問看護サービスを提供する事業者について 

事 業 者 名 称 株式会社クラフトケア 

代 表 者 氏 名 代表取締役 佐藤 泰天 

所 在 地  

（連絡先及び電話番号等） 

秋田市山王三丁目１番１号秋田県庁第二庁舎３Ｆ創業支援室Ｂ－６ 

（TEL：018-803-0022 FAX：018-803-4476） 

法人設立年月日 令和８年１月１５日 

 

２ 利用者様に対してのサービス提供を実施する事業所について 

(1) 事業所の所在地等 

事 業 所 名 称 訪問看護ステーション SORA 

介護保険指定事業所番号 ０５６０１９０７９５ 

所 在 地  秋田市山王三丁目１番１号秋田県庁第二庁舎３Ｆ創業支援室Ｂ－６ 

連 絡 先  

相 談 担 当 者 名 

ＴＥＬ：０１８－８０３－００２２ 

ＦＡＸ：０１８－８０３－４４７６ 

相談担当者：管理者 佐藤 泰天 

事業所開設年月日 令和８年４月１日 

通常の事業の実施地域 秋田市 

 

(2) 事業の目的及び運営の方針 

事 業 の 目 的 

訪問看護ステーション SORA は、利用者様の意思及び人格を尊重し、利

用者様の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の

提供を確保することを目的とします。 

運 営 の 方 針 

① 利用者様の心身に寄り添い、生活の質の確保を重視した在宅療養が

継続できるように支援します。 

② 利用者様の思想及び人格を尊重し、常に利用者様の立場に立った

サービスの提供に努めるものとします。 

③ 事業所の看護職員等は、必要な知識や技術、人間性を常に探求し、

質の高いサービスを提供できるよう努めるものとします。 

④ 事業の実施に当たっては、利用者様の所在する市町村、居宅介護支

援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サー

ビスを提供する者との連携に努めるものとします。 
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(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間 

 

(4) 事業所の職員体制 

区分 常勤 非常勤 業務内容 計 

管理者  １名 名 
ステーション従事者の管理・教

育、業務実施状況の把握など 
１名 

看護職員 

（保健師・看護師・准看護師） 
２名 名 

訪問による全身状態の把握・在

宅療養の援助など 
２名 

リハビリ職員 名 名 在宅療養に沿った機能訓練全般 名 

事務職員 名 名 請求事務及び通信連絡事務など 名 

 

３ 提供するサービスの内容及び費用等について 

(1) 提供するサービスの内容について 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

訪問看護計画の作成 

主治の医師の指示、並びに利用者様に係る居宅介護支援事業者

が作成した居宅サービス計画（ケアプラン）に基づき、利用者

様の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に

応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成しま

す。 

訪問看護の提供 

訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。 具体的な訪問

看護の内容  

① 病状・障がいの観察 

② 清拭・洗髪等による清潔の保持 

③ 食事および排泄等日常生活の世話 

④ 床ずれの予防・処置 

⑤ リハビリテーション 

⑥ ターミナルケア 

⑦ 認知症患者の看護 

⑧ 療養生活や介護方法の指導 

⑨ カテーテル等の管理 

⑩ その他医師の指示による医療処置 

 

営 業 日 
月曜日～金曜日 

ただし、祝日、年末年始（１２月３０日～１月３日）を除く 

営 業 時 間 
午前８時３０分～午後５時３０分 

（上記の営業日、営業時間のほか、電話等により２４時間対応可能） 
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(2) 提供するサービスの利用料について 

① 基本利用料等について 

基本料金および加算料金 

（※別表参照） 

事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基

準によるものとし、当該事業所が法定代理受領サービスである

ときには、介護報酬及び診療報酬告示上の額に各利用者の負担

割合を乗じた額になります。 

ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自

己負担となります。 

② その他費用について 

交通費 

交通費は無料です。 

ただし、通常の事業実施地域の境界を越えて行う指定訪問看護

に要した交通費は、境界から片道 1 キロメートルにつき５０円

を徴収します。 

キャンセル料 
急なキャンセルの場合は、キャンセル料金はいただきませんが、

キャンセルが必要となった場合は、至急ご連絡下さい。 

 

(3) その他 

① 利用者様の住まいで、サービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用

は利用者様のご負担になります。サービスの前後に手洗いをさせていただくことを了

承ください。 

② 事業所の乗用車で訪問しますので、駐車スペースの確保をお願いします。 

③ 交通状況や気候によって訪問時間が数分前後する可能性があります。 

 

４ 利用料及びその他の費用の請求及び支払い方法について 

① 利用料及びその他の費用の請

求方法等 

ア 利用料及びその他の費用の額はサービス提供ごとに

計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたしま

す。 

 

イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月

中旬頃に利用者様宛にお届けします。  

② 利用料及びその他の費用の支

払い方法等 

ア 請求月の期日までに下記のいずれかの方法でお支払

い下さい。  

(ア)利用者指定口座からの自動振替 

当該月の利用料は、翌月２７日（休日の場合は翌営

業日）に利用者様が指定する口座から振り替えます。 

(イ)現金支払い 

翌月の訪問時に集金いたします。 
 

イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によ

らず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されます

ようお願いします。（医療費控除の還付請求の際に必

要となることがあります。） 
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※ 利用者様が、サービス利用料金の支払いが３か月以上遅延し、料金を支払うよう催告した

にもかかわらず、１０日以内に支払わない場合、または利用者様やご家族等が当事業所や

当事業所のサービス提供者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、

文書で通知することにより、サービスを終了させていただく場合がございます。その場合

も、未払い分につきましてはお支払いいただくことがあります。 

 

５ サービスの提供にあたって 

（1） 主治の医師の指示、並びに利用者様に係る居宅介護支援事業者が作成する居宅サービス

計画（ケアプラン）に基づき、利用者様及びそのご家族の意向を踏まえて、｢訪問看護計

画｣を作成します。尚、作成した「訪問看護計画」は、利用者様又はそのご家族にその内

容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。 

（2） サービス提供は「訪問看護計画｣に基づいて行います。尚、「訪問看護計画」は、利用者様

等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。 

（3） 看護職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行い

ますが、実際の提供にあたっては、利用者様の心身の状況や意向に充分な配慮を行いま

す。 

 

６ 契約の解除となる事項について 

指定訪問看護の利用に関して、下記の行為のいずれかに該当する場合には、事前に通知す

ることなく契約を解除し、本サービスの提供を中止いたします。 

(1)  契約締結時に身体状況や病歴等の注意事項について、利用者様が故意にこれを告げず

または不実の告知を行い、その結果として、事業者としてサービス利用契約を継続しが

たい重大な事情を生じさせた場合またはそのおそれのある場合。 

(2) サービス利用の料金の支払いについて、利用者が３か月以上これを滞納し、相当期間を

定めた事業者からの催告にも関わらず支払われない場合またはその見込みがない場合。 

(3) 利用者様が故意または重大な過失により、事業者または他の利用者の生命、身体、信用、

財物等を損傷した場合またはそのおそれがある場合。 

(4) 利用者様が事業者の職員または他の利用者に対し、暴力行為、セクハラ行為、その他の

ハラスメント行為（ハラスメント指針に基づく）を行い、その結果、事業者としてサー

ビス利用契約を継続しがたい事情を生じた場合またはそのおそれがある場合。 

(5) 職員に許可のない録画や録音等の行為があった場合。（データの削除をお願いする場合

もあります） 

(6) 利用者様又はそのご家族等と事業所との信頼関係に支障をきたし、その回復が困難で、

適切なサービスの提供を継続できないと判断できる場合。 

(7) その他、事業者が不適切と判断する行為。 
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７ 虐待の防止について 

事業者は、利用者様等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措

置を講じます。 

（1） 虐待防止に関する責任者及び担当者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者及び担当者 管理者 佐藤 泰天 

（2） 虐待を防止するための指針の策定と従業員への周知徹底を行います。 

（3） 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

（4） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者様のご家族等高齢者を現に養

護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市

町村に通報します。 

 

８ 秘密の保持と個人情報の保護について 

① 利用者様及びそのご家族に関

する秘密の保持について 

① 事業者は、利用者様又はそのご家族の個人情報について

「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定

した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な

取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱い

に努めるものとします。 

② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）

は、サービス提供をする上で知り得た利用者様又はその

ご家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしませ

ん。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が

終了した後においても継続します。 

④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者様又はその

ご家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び

従業者でなくなった後においても、その秘密を保持する

べき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。  

② 個人情報の保護について 

① 事業者は、利用者様及びそのご家族から予め文書で同意

を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者

様の個人情報を用いません。 

② 事業者は、利用者様又はそのご家族に関する個人情報が

含まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記録を含

む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、

また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとし

ます。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者様の求めに応

じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の

訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調

査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行

うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場

合は利用者様の負担となります。)  
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９ 緊急時の対応方法について 

サービス提供中に、利用者様に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに

主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じます。 

 

１０ 事故発生時の対応方法について 

利用者様に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者様

のご家族、利用者様に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講

じます。 

また、利用者様に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合、損

害賠償を速やかに行います。ただし、事業所の責任に帰すべからざる事由による場合は、

この限りではありません。 

尚、訪問看護のサービス提供に伴い、事業者は下記損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 日本訪問看護財団 

保険名 あんしん総合保険制度 

補償の概要 賠償責任保険 

 

１１ 身分証携行義務 

訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者様またはそのご家族から提

示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

１２ 心身の状況の把握 

指定訪問看護の提供にあたっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議

等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福

祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 

 

１３ 居宅介護支援事業者等との連携 

(1) 指定訪問看護の提供にあたり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉

サービスの提供者と密接な連携に努めます。 

(2) サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問看護計画」の写し

を、利用者様の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。 

(3) サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容

を記した書面またはその写しを速やかに主治の医師と居宅介護支援事業者に送付します。 

 

１４ サービス提供の記録 

(1) 指定訪問看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービス

を提供した日から５年間保存します。 

(2) 利用者様は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請

求することができます。 

(3) 提供した指定訪問看護に関し、利用者様の健康手帳の医療の記録に係るページに必要な

事項を記載します。 
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１５ 業務継続計画の策定等について 

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者様に対する指定訪問看護の提供を継続的に

実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）

を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的

に実施します。 

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

(4) 災害や感染症拡大により訪問機能に影響を及ぼす場合、訪問時間や回数の変更等をお願

いすることがあります。 

(5) 当訪問看護ステーションの訪問が難しい場合で医療処置等の必要な訪問に関しては、行

政の指導のもと、他訪問看護事業所が対応する場合があります。 

 

１６ サービス提供に関する相談、苦情について 

(1) 苦情処理の体制及び手順 

ア 提供した指定訪問看護に係る利用者様及びそのご家族からの相談、及び苦情を受け付け

るための窓口を設置します。（下表に記す【事業者の窓口】のとおり） 

イ 対応するための体制、及び手順は以下のとおりとします。 

・苦情又は相談があった場合は、利用者様の状況を詳細に把握する為、必要に応じて訪

問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。 

・苦情解決責任者は、訪問職員に事実関係の確認を行う。 

・苦情解決責任者は、把握した状況を職員とともに検討し、時下の対応を決定する。 

 

(2) 苦情申立の窓口 

【事業者の窓口】 

訪問看護ステーション SORA 

所 在 地 秋田市山王三丁目１番１号 

秋田県庁第二庁舎３Ｆ創業支援室Ｂ－６ 

Ｔ Ｅ Ｌ ０１８－８０３－００２２           

Ｆ Ａ Ｘ ０１８－８０３－４４７６ 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

【市町村（保険者）の窓口】 

秋田市役所 

保健福祉部 介護保険課 

所 在 地 秋田市山王一丁目１番１号本庁舎２階 

Ｔ Ｅ Ｌ ０１８－８８８－５６７４           

受付時間 ８：３０～１７：１５ 

【秋田県国民健康保険団体連合会】 

所 在 地 秋田市山王四丁目２番３号  

（秋田県市町村会館４Ｆ） 

Ｔ Ｅ Ｌ ０１８－８６２－６８６４ 

Ｆ Ａ Ｘ ０１８－８６２－００４３ 

受付時間 ８：３０～１７：１５ 
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説明同意日 令和   年   月   日 

 

私は、指定訪問看護の提供開始にあたり、利用者様に対して本書面に基づいて重要な事項を

説明しました。 

事

業

者 

所 在 地 秋田市山王三丁目１番１号秋田県庁第二庁舎３Ｆ創業支援室Ｂ－６ 

法 人 名 株式会社クラフトケア 

代 表 者 名 代表取締役 佐藤 泰天               

事

業

所 

事 業 所 名 訪問看護ステーション SORA  

管 理 者 佐藤 泰天 

説明者氏名                          

 

上記内容説明を事業者から受け、内容について同意し重要事項説明書の交付を受けました。 

 

【利用者様】 

 

住  所                                 

 

氏  名                   

 

電話番号                   

 

 

【利用者様ご家族または代理者】 

 

住  所                                 

 

氏  名                    続柄           

 

電話番号                   

 

 

【加算同意欄（同意する部分にチェック）】 

□ 緊急時訪問看護の利用を希望いたします。 

□ 複数名訪問看護の利用を希望いたします。 


